
裁   決   書 

 

 

十日町市〇〇〇〇〇〇〇〇 

審査請求人  〇〇 〇〇 

 

処 分 庁  十日町市長 関口 芳史 

                                                                   （総務部 税務課） 

 

 

審査請求人が令和３年８月２日に提起した処分庁による固定資産税の課税処分に係る審査請求

について、次のとおり裁決する。 

 

 

主     文 

 

本件審査請求を棄却する。 

 

 

事 案 の 概 要 

 

１ 処分庁（税務課）は、本件事案の土地の所有者であるとして、十日町市税条例（平成 17年

十日町市条例第 70号。以下「条例」という。）第 41条第１項の規定により〇〇〇水利組合（以

下「組合」という。）に対して固定資産税を賦課し、令和３年５月 14 日付けで組合の納税管

理人である審査請求人に対して条例第 57条第１項に規定する納税通知書を発出した。 

２ 審査請求人は、上記１の納税通知書の内容を令和３年５月 20日に確認し、課税処分があっ

たことを知ったのち、令和３年８月２日、処分庁に対し、存在していない組合が納税義務を

履行する必要はないとして審査請求をした。 

 

 

審理関係人の主張の要旨 

 

 １ 審査請求人の主張 

(1) 審査請求人は、課税のためには納税義務者が実際に存在しているか否かの確認が必要

であって、処分庁が組合の存在の確認をせずに課税している状況においては、納税する 

根拠がないと主張している。 

(2) 組合は組合員も存在せず、遥か以前より活動実態もなく消滅している。税の賦課に当 

たっては本件の土地の所有者＝組合が存在していることが前提であると考えることから、

存在の有無の確認なくして税を賦課することは片手落ちであり道理に反する。 



  (3) 「所有者が消滅しているときは現に所有している者が所有者である」ならば、〇〇〇〇

土地改良区が所有者であると判断する。 

  (4) 納税義務者に代わり〇〇集落が納税してきたのは、組合の組合員が〇〇集落（以下「集

落」という。）の住人であり、水路とその下流の堤の受益者は集落である。 

(5) 納税管理人である自身が存在しなくなれば、組合の登記住所は存在しないことから納

税通知書も届かなくなり、税の徴収は宙に浮いてしまう。 

(6) 土地改良法の運用について（昭和 24年 10月５日農林水産省 24農地第 926号農林事務

次官通達）」（以下「昭和 24年通達」という。）により、組合は解散手続をしなくても３

年以内には解散するもの、あるいは組織変更して土地改良区になるものとすると記載さ

れている。 

 

 ２ 処分庁の主張 

  (1) 本件処分は地方税法（以下「法」という。）第 343条第２項前段及び条例第 41条第２項

前段の規定により、登記簿に所有者として登記されている者である組合に課税（台帳課税

主義による課税）していることから、処分に問題となる点はない。 

  (2) 審査請求人の主張する組合の消滅については、組合は法人格もなく、確認することはで

きない。 

 

 

理     由 

   

 １ 本件に係る法令等の規定について 

ア 法及び条例の規定について 

法第 343条第２項前段及び条例第 41条第２項前段の規定により、固定資産税を課される

所有者とは、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記

又は登録がされている者であるとされている。 

    ただし、登記又は登録されている者である個人又は法人が死亡又は消滅している場合は、 

法第 343条第２項後段及び条例第 41条第２項後段において、当該土地又は家屋を現に所有 

している者を所有者とする旨規定され、現に所有している者とは、固定資産税の賦課期日 

において所有権が現に帰属していたことが必要であり、相続その他の事由に基づき民法そ 

の他の規定により当該固定資産を現実に所有している者をいうとされている。 

    法第343条第５項前段及び条例第41条第５項前段においては、政令で定める方法により 

探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合（災害等によるものを除 

く。）に、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課す 

ことができることが規定されている。 

    また、法第 359条及び条例第 54条の規定により、固定資産税の賦課期日は当該年度の初 

日の属する年の１月１日と規定されている。 

  イ 昭和 24年通達及び土地改良法施行法の規定について 

    昭和 24年通達及び土地改良法施行法（昭和 24年法律第 196号。以下「施行法」という。） 

では以下のとおり示され、又は規定されている。 



    (ｱ) 昭和 24年通達について 

       耕地整理組合で事業終了後管理すべき水利施設などのないもの、かような施設があ

っても規模が小さくむしろ農業協同組合等に引きついだ方がよいと認められるもの

は、３年内に事業をなるべく終了して解散することが望ましい。 

       その他の耕地整理組合、普通水利組合(略)は原則として、組織変更して土地改良区

になるものとする。 

    (ｲ) 施行法の規定について 

       法律の認可を得て開始し、法令の規定により設立された普通水利組合は、施行法の

施行の日から起算して３年を経過したときに現に存するものは、その時に解散するこ

とが規定されている。 

       普通水利組合が一定の条件下において土地改良区となることができる旨規定され

ている。 

       普通水利組合が土地改良区となるためには、定款及び土地改良事業計画を定め、そ

の他土地改良区となるのに必要な行為をして、都道府県知事の認可を受けなければ

ならないこと、当該認可があったときは、普通水利組合は土地改良区となることが規

定されている。 

 

２ 本件処分について 

ア 全部事項証明書に記載の所有者である組合に課された賦課処分であり、台帳課税主義に 

基づいた処分であるという点において違法性はない。 

  イ 組合が消滅していると客観的に判断できる書類が存在しない以上、法的には行政が消滅 

したと判断することはできず、消滅しているか否か不明であると言わざるを得ない。 

  ウ 法第 343条第２項後段及び条例第 41条第２項後段の規定について、組合は法的には消滅 

したと判断できないことから、適用できない。 

  エ 法第 343条第５項前段及び条例第 41条第５項前段の規定について、所有者が現存するか 

不明である本事案は、土地の使用者に対して固定資産税を課することができる可能性があ 

るが、過去の納付状況等から、直ちに当該所有者探索などの調査を行う必要があったとま 

では断言できず、よって、本件処分は違法又は不当とまでは言えない。 

 

 ３ 上記以外の違法性又は不当性についての検討 

他に本件処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

４ 結論 

以上のとおり、本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法（平成 26年法律第 68

号）第 45条第２項の規定により、主文のとおり裁決する。 

 

令和４年７月６日 

 

審査庁 十日町市長 関口 芳史  

                                                      （総務部 税務課） 


